
【問い合わせ】   

多治見市教育委員会事務局  食育推進課  宇野、菊永  

〒507-0061 多治見市姫町 6-1-10 TEL 0572-29-1662（直通）  

                                                    令和６年10月28日 

物資納入業者 御中                                                     

多治見市教育委員会

                                   教育長 仙石 浩之

  

学校給食用物資納入業者指定願の受付について 

 

 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

学校給食物資納入業者指定願の受付をおこないますので、希望される場合は、指定願及び関係

書類を下記のとおり提出してください。 

  なお、契約期間は、令和７年４月１日から令和９年３月31日まで（３年間）となります。 

 

記 

 

 １ 受付期間 令和６年 11 月 11 日（月）～令和６年 12 月 25 日（水）  

 

 ２ 受付時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分（土日祝を除く） 

 

  ３ 受付場所 岐阜県多治見市姫町６丁目１-10 

多治見市教育委員会事務局 食育推進課 

   

    ４ 提出書類    各１通ずつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（１） 多治見市学校給食物資納入業者指定願 

（２） 市区町村税の完納証明書（写し可） 

◆完納証明書が発行されない場合は、法人住民税（個人の場合は住民税）及び固定

資産税の納税証明書でも可 

（３） 消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） 

◆税務署発行の納税証明書  

※法人：その３の３、個人：その３の２ ※その３でも可 

（４） 保健所の営業許可書（写し可） 

◆食品衛生法の要許可業種のみ 

（５） 食品衛生監視票（写し可） 

◆監視対象業者のみ 


